
「再就職援助計画」のパンフレットを活用した周知
厚生労働省

労働移動支援助成金（再
就職支援奨励金）が「事
業の転換」の場合も対象
となることを明記。

再就職援助計画のパンフ
レットに、「事業活動の
転換」の場合の記載例を
追加。

再就職援助計画の「事業活動の転換」の記載例を追記 労働移動支援助成金が「事業活動の転換」の場合にも衣装になる旨を明記

３



再就職支援奨励金（労働移動支援助成金の１メニュー）について、

○ 早期の再就職支援を開始するインセンティブを働かせるため、
休暇付与支援の日額の上乗せや、上限日数を６か月（１８０日）に拡充 【平成28年度～】

さらに、規制改革会議・雇用ＷＧ（1/22）における指摘（※）を踏まえ、
○ 失業期間を最小限にするインセンティブとして、早期（離職から１か月以内）に再就職が実現
した場合の助成措置を新設【平成29年度概算要求】

②失業期間を最小限にするための支援

平成28年度から、再就職支援奨励金（休暇付与
支援）の支給額、上限日数を引き上げ

再就職支援奨励金
○再就職支援
1人あたり60万円が上限

・中小企業 委託総額 × 1/2【2/3】
（45歳以上2/3【4/5】）

・大企業 委託総額 × 1/4【1/3】
（45歳以上1/3【2/5】）

平成29年度概算要求において、再就職支援奨
励金（休暇付与支援）の支給対象者が、早期再就
職した場合の助成を新設

再就職支援奨励金
○再就職支援
（現行）

拡
充

４

これまでの実施内容（28.3.31時点） 平成28年度の対応

規制改革実施計画（平成27年6月30日閣議決定）をふまえた取組
厚生労働省

○休暇付与支援
・中小企業 日額 8,000（7,000）円
・大企業 5,000（4,000）円
上限 180（90）日分 ※（ ）は27年度の助成額

○休暇付与支援
・中小企業 日額 8,000円
・大企業 日額 5,000円
上限 180日分

離職日から１か月以内に再就職が実現した場
合、上記に加え、１人あたり10万円

※鶴前座長から｢１ヶ月以内の再就職実現に対し、
明確なインセンティブを設けるべき｣との指摘


